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自然再生推進法（抄） 

〈平成14年法律第148号. 12月11日公布〉 

 

第九条 
 実施者は、自然再生基本方針に基づき、自然再生事業の実施に関する計画（以下「自
然再生事業実施計画」という。）を作成しなければならない。 
 
２ 自然再生事業実施計画には、次の事項を定めるものとする。 
一 実施者の名称又は氏名及び実施者の属する協議会の名称 
二 自然再生事業の対象となる区域及びその内容 

三 自然再生事業の対象となる区域の周辺地域の自然環境との関係並びに自然環境の
保全上の意義及び効果 

四 その他自然再生事業の実施に関し必要な事項 
 

３ 実施者は、自然再生事業実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、その案
について協議会において十分に協議するとともに、その協議の結果に基づいて作成し
なければならない。 

 
４ 自然再生事業実施計画は、自然再生全体構想と整合性のとれたものでなければなら
ない。 

 
５ 実施者は、自然再生事業実施計画を作成したときは、主務省令で定めるところによ

り、遅滞なく、主務大臣及び当該自然再生事業実施計画に係る自然再生事業の対象と
なる区域の所在地を管轄する都道府県知事に、当該自然再生事業実施計画の写し（当
該自然再生事業実施計画の添付書類の写しを含む。以下同じ。）及び当該自然再生事
業実施計画に係る自然再生全体構想の写し（当該自然再生全体構想の添付書類の写し
を含む。以下同じ。）を送付しなければならない。 

 
６ 主務大臣及び都道府県知事は、前項の規定により自然再生事業実施計画の写し及び
自然再生全体構想の写しの送付を受けたときは、実施者に対し、当該自然再生事業実
施計画に関し必要な助言をすることができる。この場合において、主務大臣は、第十
七条第二項の自然再生専門家会議の意見を聴くものとする。 

 
７ 第三項から前項までの規定は、自然再生事業実施計画の変更について準用する。 

 
第十七条 
政府は、環境省、農林水産省、国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成

する自然再生推進会議を設け、自然再生の総合的、効果的かつ効率的な推進を図るため
の連絡調整を行うものとする。 
 

２ 環境省、農林水産省及び国土交通省は、自然環境に関し専門的知識を有する者によ
って構成する自然再生専門家会議を設け、前項の連絡調整を行うに際しては、その意
見を聴くものとする。 
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自然再生基本方針（抄） 

〈平成15年4月1日閣議決定〉 

 

３ 自然再生全体構想及び自然再生事業実施計画の作成に関する基本的事項 

(3) 実施計画の内容 

ア 実施者は、実施計画の作成に当たっては、全体構想、地域の自然環境及び社会

的状況に関する最新のデータに基づき、協議会における十分な協議の結果を踏

まえて行うこと。 

 

イ 自然再生事業の対象となる区域及びその内容については、地域の自然環境に関

し専門的知識を有する者の協力を得て、事前に地域の自然環境に係る客観的か

つ科学的なデータを収集するとともに、必要に応じて詳細な現地調査を実施し、

その結果を基に、地域における自然環境の特性に応じた適正なものとなるよう

十分検討すること。その際、事業の対象となる区域とその周辺地域との関係を

分析した上で、周辺地域における様々な取組との連携の必要性について検討を

行うこと。 

 

ウ 実施計画には、自然再生事業の対象となる区域とその周辺における自然環境及

び社会的状況に関する事前調査の実施並びに自然再生事業の実施期間中及び実

施後の自然再生の状況のモニタリングに関して、その時期、頻度等具体的な計

画を記載することとし、その内容については、協議会において協議すること。

また、自然再生の状況のモニタリングの結果を科学的に評価し、これを当該自

然再生事業に反映させるなど、順応的な進め方についても協議すること。 

 

エ 自然再生事業の実施に関連して、自然再生事業の対象となる地域に生息・生育

していない動植物が導入されることなどにより地域の生物多様性に悪影響を与

えることのないよう十分配慮すること。 

 

オ 全体構想の下、複数の実施計画が作成される場合には、各実施者は、協議会に

おける情報交換等を通じて、自然再生に係る情報を互いに共有し、自然再生の

効果が全体として発揮されるよう配慮すること。 


